
ｏ肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年１月２６日告示第５号

　　

肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

　

（趣旨）

第１条

　

この告示は、町内の一般家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、生ごみの減量化

　

及び資源化を図るため、生ごみを処理する機器（以下「処理機器」という。）を設置する者に対

　

し、その購入に要する経費等の助成として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交

　

付については、肝付町補助金等交付規則（平成１７年規則第２６号）に定めるもののほか、この告

　

示の定めるところによる。

　

（補助対象となる処理機器等）

第２条

　

補助対象となる処理機器は、生ごみを減量化及び資源化するためのふた付きの機器とし、

　

次に掲げるものとし、未使用のものを新規取得した場合に限る。

　

（１） 密封発酵容器（底にたまった液肥を取り出すためのコック付きのものに限る。）

（２） コンポスト容器

（３） 電気式生ごみ処理機

　

（４） 竹パウダー基材生ごみ処理機（木製、 プラ製）

　

（５） 生ごみ処理バケツ

　

（補助の対象者）

第３条

　

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとす

　

る。

　

（１） 町内に住所を有する者

　

（２） 肝付町の行政区域内に処理機器を設置できる者

　

（３） 設置した処理機器を継続的に使用し、かつ、適正に維持及び管理できる者

　

（４） 居住地において発生する生ごみについて処理機器による、他の家庭系可燃ごみとの分別又

　

は自家処理に努める者

　

（５） 処理機器の使用状況等に関する調査に協力できる者

　

（６） 町税等を滞納していない者

　

（補助金の額等）

第４条

　

補助金の額は、次に定めるとおりとし、補助金の額に１００円未満の端数が生じたときは、
１／６



その端数は切り捨てるものとする。

（１） 密封発酵容器

　

１基につき購入額（消費税を含んだ額をいう。以下同じ。）の２分の１以

　

内 （２，０００円を限度額とする。）

（２） コンポスト容器

　

１基につき購入額の２分の１以内 （３，０００円を限度額とする。）

（３） 電気式生ごみ処理機

　

購入額の３分の２以内（３０，０００円を限度額とする。）

（４） 竹パウダー基材生ごみ処理機（木製、プラ製）

　

１基につき購入額の３分の２以内

　　

（３，０００円を限度とする。）

（５） 生ごみ処理バケツ

　

１基につき１，５００円を限度とする。

２

　

補助金の交付対象となる処理機器の数は、密封発酵容器、コンポスト容器及び竹パウダー基材

生ごみ処理機については、１世帯につき２基までとし、電気式生ごみ処理機及び生ごみ処理バケ

ツについては、 １世帯につき１基とする。

　

（補助金の交付申請）

第５条

　

補助金の交付を受けようとする者は、処理機器を購入した日から起算して１２月以内に次に

掲げる書類を町長に提出しなければならない。

　

（ユ） 肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付申請（請求）書（様式第１号）

　

（２） 処理機器を購入したことを証する領収書（購入年月日、購入者氏名及び処理機器の名称が

　

明記されているもの）

　

（３） 電気式生ごみ処理機については、保証書の写し

（４） 町税の納税証明書

　

（５） その他町長が必要と認める書類

　

（補助金の交付決定等）

第６条

　

町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付するこ

　

とが適当であると認めたときは、肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付決定通知書（様

　

式第２号）により、また、交付することが適当でないと認めたときは、肝付町家庭用生ごみ処理

　

機器設置費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。

　

（補助金の交付の再申請）

第７条

　

補助金の交付を受けた者（以下「補助金受給者」という。）は、補助金の交付を受けた処

　

理機器について、前条の補助金の交付の決定を受けた日から起算して５年を経過した場合、補助

　

金の交付を再申請することができる。 ただし、 町長が特に認めたときは、 この限りでない。
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２

　

前条の規定は、前項のただし書に規定する補助金の交付の決定通知について準用する。

　

（調査等）

第８条

　

町長は、必要があると認めたときは、現地調査を行い、申請人若しくは補助金受給者に対

　

し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

　

（補助金の返還）

第９条

　

町長は、虚偽の申請その他不正な手段による補助金受給者に対して、既に交付した補助金

　

の全部又は一部を返還させることができる。

　

（周辺環境への配慮）

第１０条

　

補助金受給者は、処理機器からの臭気、騒音等について近隣に迷惑とならないような措置

　

を講じなければならない。

　

（苦情等の処理）

第ｎ条

　

補助金受給者は、処理機器の設置に係る苦情等が発生した場合は、自らの責任においてそ

　

の解決について対応するものとする。

　

（処理機器の譲渡等の禁止）

第１２条

　

補助金受給者は、当該申請に係る処理機器を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

　

（その他）

第１３条

　

この告示に定めるもののほか、 必要な事項は、 町長が別に定める。

　

附

　

則

１

　

この告示は、 令和８年４月１日から施行する。
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様式第１号（第５条関係）

年

　　

月

　　

日

肝付町長

　　　　　　　　　

様

申請人

　

住

　　

所
氏

　　

名

　　　　　　　　　　　　　

◎

電話番号

肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付申請（請求）書

　

肝付町家庭生ごみ処理機器設置費補助金の交付を受けたいので、肝付町家庭生ごみ処

理機器設置費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申

請します。

記

補助金申請
（請求）額 円

購入額（消費税込） 円 １家族人数 １

　　　　　　

人

処理機器の種類

密封発酵容器・コンポスト容器・電気式生ごみ処理機
竹パウダー基材生ごみ処理機（木製）
竹パウダー基材生ごみ処理機（プラ製大）・（プラ製小）
生ごみ処理バケツ

商品名 型式１

　　　　　　　

１設置台数 １

　　　

基

設置場所 肝 付 町

　　　　　　　　　　　　　　

１ 振興会

上記、交付決定された場合は、下記口座への振込を請求いたします。

金融機関名 支

　

店

　

名 口座番号 口

　

座

　

名

　

義

（普通・当
座）

しき、りがな）
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様式第２号（第６条関係）

肝付住第

　　　

ぢ
年

　　

月

　　

日

様

肝付町長

　

永野

　

和行

肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付決定通知書

　　　

年

　　

月

　　

日付けで申請のあった肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金

については、肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱第６条の規定により、

下記のとおり交付することに決定したので通知します。

記

１． 交付 決定額

　　　　　　　　　　　　　

円

２． 交付の条件

（１）設置した処理機器を継続的に使用し、適正に維持・管理すること

（２）処理機器を他人に譲渡し、又は貸与しないこと

（３）居住地において発生する生ごみについて、処理機器による、他の家庭系可燃ご

　

みとの分別又は自家処理に努めること

（４）処理機器の使用状況等に関する調査に協力すること

（５）処理機器からの臭気、騒音等について近隣の迷惑とならないような措置を講じ

　

ること

（６）処理機器の設置に係る苦情等が発生した場合は、自らの責任においてその解決

　

について対応すること
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第３号様式（第６条関係）

肝付住第

　　　

ぢ
年

　　

月

　　

日

様

肝付町長

　　

永野

　

和行

肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金不交付決定通知書

　　

年

　　

月

　　

日付けで申請のあった肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金

については、審査の結果、肝付町家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱第６条

の規定により、 交付しないことを決定したので通知します。
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